
定時株主総会

招集ご通知

ニューラルグループ株式会社
証券コード：4056

決議事項

第8 回

開催
日時

2026年3月27日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

開催
場所

東京都千代田区有楽町一丁目１番２号
東京ミッドタウン日比谷
日比谷三井タワー８階 Room１&２

議決権行使期限

2026年3月26日（木曜日）
午後6時30分まで

第１号議案 取締役（監査等委員である取
締役を除く。）3名選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役3名
選任の件

第３号議案 補欠の監査等委員である取締
役1名選任の件

第４号議案 会計監査人選任の件
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証券コード 4056
株 主 各 位 2026年３月12日

（電子提供措置の開始日2026年３月5日）
東京都千代田区有楽町一丁目１番２号
ニューラルグループ株式会社

代表取締役社長 重 松 路 威

第８回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、第８回定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト(https://www.neural-group.com/ir/index.html)

また、上記のほか、以下のウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト

(https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show)
上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コード（4056）を入

力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面により事前の議決権行使をすることができますので、
お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用
紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2026年３月26日（木曜日）午後６時30分までに到
着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

１. 日 時 2026年３月27日（金曜日） 午前10時（受付開始 午前９時30分）
２. 場 所 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号

東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー８階 Room１&２
オフィス用エレベーターで受付階（９階）に上がっていただき、９階よりエスカレーターで８
階会場までお越しください。

３. 目 的 事 項
報 告 事 項１. 第８期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第８期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
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第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
監査等委員である取締役３名選任の件
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
会計監査人選任の件

以 上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎ 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
◎ 書面交付請求された株主さまへ交付している書面には、法令および当社定款第17条の規定に基づき、下記の事項を記載しておりま

せん。したがって、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会およ
び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
①連結計算書類・・・連結注記表
②計算書類・・・・・個別注記表

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載しているウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
◎ 本定時株主総会におきましては、お土産をご用意しておりませんので、予めご了承くださいますようよろしくお願いいたします。
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事 業 報 告

（自
至
2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日）

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当社グループは「AIで心躍る未来を」をミッションとして掲げ、AI技術をはじめとする最先端テクノロ
ジーの開発に取り組んでおります。リアル空間およびバーチャル空間の双方において、多様なAI技術を活
用し、全国の中小企業から大企業までを対象にマーケティング支援や人材活用支援など、幅広い領域でサ
ービスを提供しております。これらの事業活動を通じて、社会全体に新たな価値を創出し、心躍る未来の
実現を目指しております。当社グループ事業は、イノベーション領域とコアサービス領域の２つのドメイ
ンで構成されております。
イノベーション領域では、自社開発の大規模言語モデル「NEURAL.LLM」を中心に、AIアルゴリズムの

小型化・高精度化を推進しており、都市運営支援などの高い正確性と即時性が求められる分野への導入を
開始しております。また、完全にローカルで動作する高性能自動音声認識技術（ASR）を開発し、当社の
コアサービスである「KizunaNavi」への導入を開始いたしました。コアサービス領域では、AI技術を活
用したLEDビジョン「Neural Vision」、1on1支援サービス「KizunaNavi」、生成AIによるWeb構築支援
サービス「Generative Web」などを展開しており、サービス導入実績は12,000社を超えるなど、順調
に拡大しております。当社グループでは、これら２つの領域を密接に連携させることで、研究開発成果の
社会実装を加速するとともに、積極的なM&A活用も視野に入れ、コアサービスを成長ドライバーとした
事業拡大を図ってまいります。

当連結会計年度における我が国経済は、社会経済活動の正常化が進むなか、企業収益の改善に支えられ雇
用・所得環境も底堅く推移し、個人消費の持ち直しなどによって、緩やかな回復基調となりました。その一
方で、金融資本市場の変動や地政学リスクの長期化による世界経済の減速懸念に加え、中国経済の先行き不
透明感や物価上昇に伴う消費者マインドの下振れリスクの高まりなどから、経済の先行きは依然として不透
明な状況が継続しております。当社グループを取り巻く環境においては、生成AIの急速な普及を背景に、ビ
ジネスモデル変革に向けたAI活用ニーズが一段と高まっております。このような環境下、当社グループは中
長期的な成長基盤の構築を目的として、収益性の高いコアサービス領域への経営資源の集中と営業体制の抜
本的強化を推し進めてまいりました。その結果、2023年度から取り組んできたコスト最適化施策が想定以
上に進展し、不採算案件の整理を含むポートフォリオの最適化を推進したことから、当連結会計年度におい
ては売上高が一時的に減少いたしました。一方で、これらの構造改革により既存事業領域における損益分岐
点は大幅に改善しており、足元では、M&Aの実施による売上伸長を背景に、利益面においても収益改善の
傾向が顕著に現れております。今後は最新の生成AI技術を活用した既存サービスの拡張と新規開発を加速さ
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せるとともに、機動的な経営体制のもと、飛躍的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は3,299,035千円（前年度比7.5%減）となり、営業損失6,663
千円（前連結会計年度は営業利益35,556千円）、経常損失46,757千円（前連結会計年度は経常利益
11,735千円）、親会社株主に帰属する当期純損失は116,204千円（前連結会計年度は親会社株主に帰属す
る当期純損失60,931千円）となりました。
なお、当社グループの事業セグメントはAIエンジニアリング事業の単一セグメントのため、セグメント

別の記載は省略しております。

（2）資金調達等についての状況
① 資金調達

当連結会計年度において実施しました資金調達は次の通りであります。
イ．ストック・オプションとして発行された新株予約権の権利行使により、総額17,535千円の払込

がありました。
ロ．2025年9月10日を払込期日とする公募増資により、1,816,000株の新株式を発行し、これによ
り1,359,911千円を調達いたしました。

② 設備投資
当連結会計年度において実施した設備投資の総額は767千円であります。その主なものは、サイネージ

機器等の購入に係るものであります。なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありま
せん。

③ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当ありません。

④ 他の会社の事業の譲受の状況
該当ありません。

⑤ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当ありません。

⑥ 他の会社（外国会社を含む）の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分
該当ありません。
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（3）財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分
自2022年１月１日
至2022年12月31日

第 ５ 期

自2023年１月１日
至2023年12月31日

第 ６ 期

自2024年１月１日
至2024年12月31日

第 ７ 期

自2025年１月１日
至2025年12月31日

第 ８ 期
(当連結会計年度)

売 上 高 2,878,743千円 3,178,169千円 3,564,789千円 3,299,035千円
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△） △909,182千円 △650,123千円 △60,931千円 △116,204千円
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） △63.32円 △43.65円 △3.97円 △7.29円

純 資 産 432,443千円 467,908千円 614,239千円 1,876,739千円
総 資 産 3,803,357千円 3,291,133千円 2,976,777千円 4,196,810千円
注．過年度決算に関し、一部誤謬が判明したため、第５期の数値については、当該誤謬の訂正後の数値を記載し

ております。

② 当社の財産及び損益の状況

区 分
自2022年１月１日
至2022年12月31日

第 ５ 期

自2023年１月１日
至2023年12月31日

第 ６ 期

自2024年１月１日
至2024年12月31日

第 ７ 期

自2025年１月１日
至2025年12月31日

第 ８ 期
(当事業年度)

売 上 高 963,680千円 703,754千円 627,599千円 453,795千円
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 ( △ ) △819,439千円 △369,470千円 △168,706千円 △221,197千円
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△) △57.07円 △24.80円 △11.00円 △13.88円

純 資 産 562,020千円 878,505千円 918,285千円 2,070,165千円
総 資 産 3,581,432千円 3,296,982千円 3,021,814千円 3,995,946千円
注．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に

基づき算出しております。
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（4）対処すべき課題
① 開発体制の強化及び優秀な人材の確保

当社における、独自の深層学習技術のライブラリの開発や、端末処理（エッジコンピューティング）に
よる深層学習モデルの低コスト活用といった技術分野での特徴は、当社グループの競争力の源泉の一つで
あり、今後も継続的な強化が重要であるものと認識しております。国籍を問わずに卓越した能力を持つAI
エンジニアの確保及び育成に努めてまいります。

② 内部管理体制の強化
当社グループは、一層の事業拡大を見込む成長段階にあり、事業の拡大・成長に応じた内部管理体制の

強化が重要な課題であるものと認識しております。経営の公正性・透明性確保のためにコーポレート・ガ
バナンスを強化し、適切な内部統制システムの構築を図ってまいります。

③ 更なる新規事業の創出
当社グループにおける、特定企業や特定産業に依存しない独立性・独自性のあるビジネスモデルは、当

社グループが既に展開している既存の事業・サービスに限らず、今後また存在しない新たな事業において
も適用可能なものであると考えております。当社グループ既存事業・サービスにおいて培った独自の成功
モデルを用いて、更なる新規事業の創出をしてまいります。

④ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応
当社は、更なる企業価値向上のためには、「高い成長性の継続」と「利益率の改善」が重要だと考えて

おります。資本コストや株価について、継続的に分析を行いながら、双方の実現に向けた取り組みを強化
してまいります。

⑤ 戦略投資（Ｍ＆Ａを中心とした事業領域の拡充）
当社のこれまでの投資実績や業界への知見が活かせる、既存事業の事業領域や規模の拡大に資する企業

への投資を柱に、M&Aの活用による既存事業の成長加速や拡充及び新たな成長市場への参入を目指しま
す。コンサルティングファームでの経験が豊富な代表取締役を主軸に、情報収集力の強化や、外部専門家
との業務提携等の活用による投資効果の客観的評価体制を構築してまいります。
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（5）主要な事業内容
AIエンジニアリング事業

（6）主要な営業所及び工場並びに使用人の状況（2025年12月31日現在）
① 主要な営業所及び工場

名称 所在地

当社 本社：東京都千代田区
AIテストフィールド：東京都品川区

ニューラルエンジニアリング株式会社 本社：東京都千代田区

ニューラルマーケティング株式会社 本社：大阪府大阪市住吉区
本社：東京都品川区

Neural Group (Thailand) Co., Ltd. 本社：タイパトゥムワン区

② 従業員の状況
企業集団の従業員数

従業員数 前連結会計年度末比増減
204名 14名減

注 従業員数は就業人員数（取締役兼務者を除く執行役員、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）
であり、臨時従業員（アルバイト・パートタイム社員を含む。）は含みません。

当社の従業員数
従業員数 前事業年度末比増減

36名 6名減
注 従業員数は就業人員数（取締役兼務者を除く執行役員を含む。）であり、臨時従業員（アルバイト・パート

タイム社員を含む。）は含みません。
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（7）重要な親会社及び子会社の状況（2025年12月31日現在）
① 重要な親会社の状況

該当ありません。

② 重要な子会社の状況
会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

ニューラルエンジニアリング株式会社 15,000千円 100％
エッジAI搭載機器の設置・運
用サービスの提供
エッジAIサービスの運用支援

ニューラルマーケティング株式会社 50,000千円 100％ サイネージ広告

Neural Group (Thailand) Co., Ltd. 6,000千バーツ 100％
タイ及び周辺国におけるエッ
ジAIサービス事業及びそれに
付随・関連する業務

(8) 当事業年度末日における特定完全子会社の状況
特定完全子会社の名称 ニューラルマーケティング株式会社
特定完全子会社の住所 大阪府大阪市住吉区千躰２丁目２番24号
当社及び当社の完全子会社における特定完全子会社の
株式の帳簿価額 2,312,734千円

当社の総資産額 3,995,946千円

（9）主要な借入先及び借入額（2025年12月31日現在）
借入先 借入残高

株式会社三井住友銀行 434,680千円
株式会社みずほ銀行 250,000千円
株式会社りそな銀行 170,000千円
株式会社愛媛銀行 75,004千円
注 当社グループの主要な借入先として、当社の借入先の状況を記載しています。

（10）剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め（会社法第459条第１項）があるときの権限行使に
関する方針

当社は、創業以来配当を実施しておりませんが、株主に対する利益還元は経営の重要課題であると認識
しております。
しかしながら、当社は未だ成長過程にあると考えており、更なる内部留保の充実を図り、経営体質の強

化、事業拡大のための投資等に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えており
ます。将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び当社を取り巻
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く事業環境を勘案した上で、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現
時点においては配当実施の可能性及びその実施時期については未定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合には、毎年６月30日又は12月31日その他基準日を定めて剰余金の配当

をすることができる旨を定款に定めております。また、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各
号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決定により定めることがで
きる旨を定款で定めております。

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はございません。

２．株式に関する事項
（1）大株主の状況（2025年12月31日現在）

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

重松 路威 4,746,400 27.61
オフィス重松株式会社 3,920,000 22.80
特定金外信託受託者 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 698,000 4.06
ソニー株式会社 690,000 4.01
清水 優 550,000 3.20
株式会社ＳＢＩ証券 300,354 1.75
篠塚 孝哉 282,300 1.64
ミシュースティン ドミートリ 170,300 0.99
楽天証券株式会社 161,000 0.94
シニフィアン・アントレプレナーズファンド投資事業有限責任組合 110,200 0.64
注 持株比率は自己株式（184株）を控除して計算しております。

（2）その他株式に関する重要な事項（2025年12月31日現在）
① 発行可能株式総数 50,000,000株
② 発行済株式の総数 17,191,031株（うち、自己株式184株）
③ 株主数 8,008名
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３．新株予約権の状況
（1）当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

第５回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権
発行決議日 2019年５月15日 2019年９月18日 2020年４月27日
新株予約権の数 10個 35個 20,000 個

保有
人数

取締役（監
査等委員及
び社外取締
役を除く）

１名 １名 １名

取締役（監
査等委員） - １名 -

新株予約権の目的
となる株式の種類
及び数

当社普通株式
10,000株

当社普通株式
35,000株

当社普通株式
20,000株

新株予約権の行使
に際して出資され
る財産の価額

１株当たり501円 １株当たり501円 １株当たり1,394円

新株予約権の行使
期間

2021年５月16日から
2029年５月15日まで

2021年９月19日から
2029年９月18日まで

2022年４月28日から
2030年４月27日まで

新株予約権の主な
行使条件 （注1） （注1） （注1）

注1．新株予約権の行使の条件に関する事項は次の通りであります。
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、以下の事由に該当した場合は、新株予約権を行使

することができない。
（ⅰ）当社又は当社の子会社（当社が直接又は間接に発行済株式総数の50％超の株式を保有する子会社をい

う。以下同じ。）の取締役、監査役又は従業員の地位にない場合。ただし、任期満了による退任、定年
退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

（ⅱ）新株予約権者が法令又は当社若しくは当社の子会社の社内規程に違反し、当社又は当社の子会社に対す
る背信行為があった場合。

② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、新株予約権者の死亡の日をもって
当該本新株予約権は行使できなくなるものとする。

③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円（法令の改正により、税制適格要件の一つである
年間行使価額の上限金額が変更され、当該変更後の上限金額が本新株予約権に適用される場合には、その
変更後の上限金額）を上回らない範囲で行使することができる。

⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権は、当社の普通株式が国内外を問わずいずれかの証券取引所、店頭市場その他の公開市場に
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上場又は登録された日以降に行使することができる。この場合において、本新株予約権は以下の（ⅰ）乃
至（ⅲ）に定める区分に従って、順次、行使可能となるものとする。

（ⅰ）割当日から２年後の応当日から割当日から３年後の応当日の前日までは、割当てられた本新株予約権の
個数の３分の１（１個に満たない数が生じる場合は、１個の単位に切り上げる。）について、行使可能
となる。

（ⅱ）割当日から３年後の応当日から割当日から４年後の応当日の前日までは、行使された本新株予約権の累
積個数（上記（ⅰ）の期間中に行使された本新株予約権の個数を含む。）が割当てられた本新株予約権
の個数の３分の２（１個に満たない数が生じる場合は、１個の単位に切り上げる。）に満つるまで行使
可能となる。

（ⅲ）割当日から４年後の応当日から行使期間末日までは、割当てられた本新株予約権の全ての個数につい
て、行使可能となる。

なお、その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
注2．2020年４月15日付で普通株式１株につき1,000株とする株式分割を行っており、当該株式分割前に発行

された新株予約権につきましては、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額」は調整されております。

注3．一部の取締役が保有している新株予約権は、いずれも使用人として在籍中に付与されたものです。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はございません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はございません。
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役の状況（2025年12月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役 重松 路威 社長執行役員

取締役 山本 正晃 常務執行役員
ニューラルマーケティング株式会社 代表取締役社長兼CEO

取締役 蓮見 麻衣子
有限会社エバーリッチアセットマネジメント 執行役
LINEヤフー株式会社 社外取締役
株式会社サイバー・バズ 社外取締役

取締役
常勤監査等委員 竹村 実穂 株式会社リバスタ 社外監査役

取締役
監査等委員 若松 俊樹

Saltus法律事務所 代表
株式会社Orchestra Holdings 社外取締役
株式会社Voicy 社外取締役
エンゲート株式会社 社外監査役
ベステラ株式会社 社外取締役
株式会社SFIDA X 社外取締役

取締役
監査等委員 山岸 洋一

キャリアフィロソフィー株式会社 代表取締役社長
株式会社ディー・エル・イー 社外取締役
BionicM株式会社 社外監査役
情報経営イノベーション専門職大学 客員教授
SBI大学院大学 教授
株式会社クリュートメディカルシステムズ 社外監査役

注1. 取締役蓮見麻衣子氏、竹村実穂氏、若松俊樹氏及び山岸洋一氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締
役であります。

注2. 当社は、監査等委員が日常的な情報収集と内部監査との十分な連携をして監査の実効性を高めるため、監
査等委員竹村実穂氏を常勤の監査等委員として選定しております。

注3. 監査等委員である竹村実穂氏及び山岸洋一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する
相当程度の知見を有しております。

注4. 当社は、社外取締役蓮見麻衣子氏、竹村実穂氏、若松俊樹氏及び山岸洋一氏を東京証券取引所の定めに基
づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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（2）当事業年度に係る取締役及び監査等委員の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2021年２月19日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同。）
の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方
針の内容は次の通りです。
１．基本方針

当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよ
う企業価値向上に資する報酬体系とし、個々の取締役の報酬等は、役割、職務、職位を踏まえた適正
な水準とすることを基本方針とします。具体的には、取締役の報酬として、基本報酬及び担当事業の
業績を踏まえた役員賞与及び非金銭報酬等を支払うこととします。

２．基本報酬（金銭報酬等）に関する個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は
条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とします。報酬額は、一般的な商慣習、他社の事例を

参考とし、役位、職責に応じて、従業員に対して支給される給与の額を考慮しながら、決定するもの
とします。

３．役員賞与（業績連動報酬等に該当する金銭報酬等）並びに非金銭報酬等に係る業績指標の内容及び報
酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を
含む。）
当社の取締役の役員賞与は、現金報酬とし、総額案を算定した後に各取締役への配分案を算定しま

す。賞与総額案については、特に売上高や営業利益などの経営指標や一般的な商慣習、他社の事例を
参考とし、総合的に勘案した上で算定します。各取締役への配分の決定方針及び支給時期は、業績や
各取締役の企業価値向上に向けた貢献等を総合的に勘案して決定するものとします。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式又は各種ストック・オプションとし、総額案を算定した後に各取

締役への配分案を算定します。非金銭報酬総額案については、特に売上高や営業利益などの経営指標
や一般的な商慣習、他社の事例を参考とし、総合的に勘案した上で算定します。各取締役へ支給する
非金銭報酬等の算定方法の決定方針及び支給時期、条件の決定に関する方針は、業績や各取締役の企
業価値向上に向けた貢献等を総合的に勘案して決定するものとします。
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４．金銭報酬等の額及び業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する
方針
取締役の報酬等は、基本報酬及び役員賞与、非金銭報酬で構成され、役員賞与及び非金銭報酬の割

合は取締役会の助言のもと、企業価値向上に資する形で支給時に決定します。なお、役員賞与、非金
銭報酬については支給しないこともあります。
当社の取締役（監査等委員）の報酬等は、法令等に定める監査機能を十分に果たすために必要な報

酬額を株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で取締役（監査等委員）の協議により決定し
ております。

５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受け

るものとします。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額並びに役員賞与の額、非金銭報酬等の
算定方法及び条件、各報酬の割合、支給時期の決定とします。取締役会は、当該権限が代表取締役に
よって適切に行使されるよう、代表取締役に助言し、上記の委任を受けた代表取締役は，当該助言に
従って上記の決定を行わなければならないこととします。

② 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長執行役員重松路威が取締役の個人別の報

酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額並びに役員賞与の額、
非金銭報酬等の算定方法及び条件、各報酬の割合、支給時期の決定とし、取締役会は、当該権限が代表取締
役社長執行役員によって適切に行使されるよう、助言を行いました。

これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門、業績や会社運営へ
の貢献等について評価を行うには代表取締役社長執行役員が最も適していると判断したためであります。

③ 当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿う
ものであると取締役会が判断した理由
取締役会は代表取締役社長執行役員重松路威に対して取締役の個人別の報酬等を決定する権限が適切に行

使されるよう助言を行っており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されること、及び報酬等
の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認していることか
ら、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
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④ 監査等委員である取締役の報酬について
監査等委員である取締役の報酬は、2024年３月29日開催の定時株主総会において年額50,000千円以内

と決議されており、当該株主総会終結時点の監査等委員の員数は３名（うち３名は社外取締役）でありま
す。各監査等委員の報酬額は、常勤と非常勤の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員の協議により決定し
ております。

⑤ 取締役の報酬等の総額

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる役員の
員数（名）固定報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員
を除く） 41,625 41,625 ー ー ４
（うち社外取締役） (4,200) （4,200) (ー) (ー) (１)
取締役（監査等委員） 14,800 14,800 ー ー ３
（うち社外取締役） (14,800) (14,800) (ー) (ー) (３)
計 56,425 56,425 ー ー ７
（うち社外役員） (19,000) (19,000) (ー) (ー) (４)

注1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬は、2024年３月29日開催の第６回定時株主総会において、
年額300,000千円以内（うち社外取締役については年額50,000千円以内）と、決議いただいております。
当該決議の対象となった取締役数は４名（うち社外取締役１名）です。

注2. 監査等委員である取締役の報酬は、2024年３月29日開催の第６回定時株主総会において、年額50,000千
円以内と、決議いただいております。当該決議の対象となった監査等委員である取締役数は３名（うち社
外取締役３名）です。

注3. 非金銭報酬等であるストック・オプションの内容及び交付状況は、本「（2）当事業年度に係る取締役及び
監査等委員の報酬等」に記載のほか、「３．新株予約権の状況」に記載の通りです。
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（3）責任限定契約の内容の概要
当社は、業務執行取締役等でない取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、同法第425条第１項が定める最低責任限度額としております。

（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社の子会社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）、監査役及び執行役員並び

にこれらの相続人を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険
会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る
請求を受けることによって生じることのある損害（ただし、当該保険契約上で定められた免責事由に該当
するものを除きます。）を当該保険契約により填補することとしており、１年毎に契約更新しております。
次回契約時には同内容での更新を予定しております。
なお、当該保険契約の保険料は全額を当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありませ

ん。

（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係
区分 氏名 重要な兼職先 重要な兼職先と

当社との関係

取締役 蓮見 麻衣子
有限会社エバーリッチアセットマネジメント 執行役
LINEヤフー株式会社 社外取締役
株式会社サイバー・バズ 社外取締役

特別の関係はありません。

取締役
（監査等委員） 竹村 実穂 株式会社リバスタ 社外監査役 特別の関係はありません。

取締役
（監査等委員） 若松 俊樹

Saltus法律事務所 代表
株式会社Orchestra Holdings 社外取締役
株式会社Voicy 社外取締役
エンゲート株式会社 社外監査役
ベステラ株式会社 社外取締役
株式会社SFIDA X 社外取締役

特別の関係はありません。

取締役
（監査等委員） 山岸 洋一

キャリアフィロソフィー株式会社 代表取締役社長
株式会社ディー・エル・イー 社外取締役
BionicM株式会社 社外監査役
情報経営イノベーション専門職大学 客員教授
SBI大学院大学 教授
株式会社クリュートメディカルシステムズ 社外監査役

特別の関係はありません。
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② 当事業年度における主な活動状況

区分 氏名 主な活動状況
（社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要を含む。）

取締役 蓮見 麻衣子
当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席いたしました。ファンドマネー
ジャーとしての豊富な経験と専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うという役割を適切に果たし
ております。

取締役
（監査等委員） 竹村 実穂

当事業年度に開催された取締役会18回、監査等委員会16回の全てに出席いたしまし
た。公認会計士としての専門的見地から、取締役会及び監査等委員会において意思
決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。

取締役
（監査等委員） 若松 俊樹

当事業年度に開催された取締役会18回、監査等委員会16回の全てに出席いたしま
した。弁護士としての専門的見地から、取締役会及び監査等委員会において意思決
定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。

取締役
（監査等委員） 山岸 洋一

当事業年度に開催された取締役会18回、監査等委員会16回の全てに出席いたしま
した。長年にわたる証券会社での豊富な経験と公認会計士としての専門的見地から、
取締役会及び監査等委員会において意思決定の妥当性・適正性を確保するための発
言を適宜行っております。

注．上記の取締役会の開催回数のほか、取締役会決議があったものとみなす書面決議が３回ありました。
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５．会計監査人に関する事項
（1）名称 ESネクスト有限責任監査法人
注．2025年3月28日開催の第7回定時株主総会において、新たにESネクスト有限責任監査法人が当社の会計
監査人に選任されたことに伴い、当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツは退任いたしました。

（2）報酬等の額
報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 24,000千円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額 26,000千円
注1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査

報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

注2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をい
たしました。

（3）非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務として、コンフォートレタ

ー作成業務に対する対価を支払っております。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株

主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が、会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等

委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定
した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を
報告いたします。

（5）責任限定契約の内容
該当事項はございません。

６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
（1）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

当社は、内部統制システムに関する基本方針に基づき、内部統制システムの整備・運用を行っております。
内部統制システムに関する基本方針は、以下の通りであります。
ａ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役の職務執行を監督する取締役会及び監査する権限を持つ監査等委員会を設置し、社外取締役を選任
することにより、取締役の職務の執行について厳正な監視を行い、取締役の職務の執行が法令、定款及び
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社内規程に適合することを確保します。
(b)リスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、取締役および使用人が法令、定款および企業倫理を遵守
するように努めます。

(c)法令、定款に違反する行為がおこなわれ、また、おこなわれようとしている場合の報告体制として、社内
通報窓口を設置しております。

(d)適法・適正な業務運営がおこなわれていることを確認するため、執行部門から独立した内部監査実施者に
よる内部監査を実施します。

ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行にかかる情報は、社内規程の定めの他、法令・定款に従い適切に保管・管理する体制

を構築します。
ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

損失の危険の管理に関する体制は、リスク管理・コンプライアンス委員会において、リスクの認識・評
価・予防策・対応策の検討及び実施を行います。また、必要に応じて各部門の担当者をリスク管理・コンプ
ライアンス委員会に出席させ、リスクの識別と評価に関して報告を実施します。リスク管理・コンプライア
ンス委員会は、リスク管理・コンプライアンス違反行為またはその恐れが生じた場合、その対応を取締役会
に報告します。

ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則毎月１回の定時取締役会の開催の他、
必要に応じて随時開催する臨時取締役会を開催することにより、業務執行に関わる意思決定を行います。

(b)業務執行に関しては、社内規程により権限と責任を定めており、必要に応じて随時見直しを行います。
ｅ．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)子会社の取締役又は監査役として当社役職員を派遣して子会社の業務執行状況を管理・監督するととも
に、子会社の取締役及び使用人は必要に応じて当社の重要会議に出席して事業進捗状況や重要事項につい
て定期的に報告を行います。当社グループ全体として重要な事項については、当社の取締役会での事前審
議又は報告を行います。

(b)子会社の事業内容や規模等に応じて、当社の社内規程に準じた社内規程を制定し、子会社の損失危険管理
体制、子会社の取締役等の職務執行の効率性確保体制、子会社の取締役及び使用人の職務執行の法令及び
定款の遵守体制を整備します。

(c)内部監査実施者は、「内部監査規程」に基づき、子会社の内部監査を実施し、その結果を当社代表取締役
社長へ報告します。

(d)監査等委員会は、当社の取締役及び使用人から、子会社管理の状況について報告又は説明を受け、必要に
応じて、子会社に対して事業の報告を求め、又は子会社の業務及び財産の状況を調査します。

ｆ．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(a)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、必要な人員を配置します。
(b)監査等委員を補助する使用人の独立性を確保するために、監査等委員を補助する使用人の人事異動、人事
評価、懲戒に関しては、監査等委員会の同意を得るものとします。
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(c)監査を補助する使用人に対する監査等委員会からの指示は、取締役（監査等委員を除く。）及びその他の
使用人からの指揮命令を受けないこととします。

ｇ．当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告
に関する体制

(a)監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席して重要事項等の報告を受けます。
(b)当社及び子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは直
ちに監査等委員会に報告するものとします。

ｈ．監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた
めの体制

(a)内部通報規程に基づく通報または監査等委員会に対する報告をしたことを理由として、当社及び子会社の
取締役及び使用人に対し不利益な取り扱いを行いません。

(b)前項の内容を当社及び子会社の取締役及び使用人に周知徹底します。
ｉ．監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ず

る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る

費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、会社が支払うものとします。
ｊ．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、代表取締役の経営方針を確かめるとともに、会社が
対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会が監査を通じて気付いた重要な点や監査の
実効性を高めるための要望等について意見を交換し、代表取締役との相互認識と信頼関係を深めるよう努
めます。

(b)監査等委員会は定期的に会計監査人、内部監査実施者と協議の場を設け、実効的な監査を行うための情報
交換を行うものとします。

ｋ．反社会的勢力を排除するための体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、不当な要求に対

しては弁護士や警察等とも連携し毅然とした姿勢で対応します。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①原則として月に１回開催の取締役会、四半期に１回開催のリスク管理コンプライアンス委員会等の重要会議
において、取締役の職務の執行状況、当社及び子会社のリスク管理コンプライアンスの状況を確認しており
ます。

②監査等委員は、取締役会及び監査等委員会への出席のほか、定期的に当社及び子会社の取締役、会計監査
人、内部監査担当等と協議の場を設け、情報収集・情報交換を行っており、常勤監査等委員はリスク管理コ
ンプライアンス委員会等の重要会議に出席して随時重要事項の報告を受けております。

③内部監査実施者は、年間の監査計画に基づき、当社及び子会社において法令及び社内規程に従い業務が適切
に行われるよう内部監査を実施し、監査結果は代表取締役へ報告しております。
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７．株式会社の支配に関する基本方針
該当事項はございません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
※ 本事業報告の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
2025年12月31日 現在

（単位：千円）
資産の部 負債の部

科目 金額 科目 金額
流動資産 2,870,194 流動負債 1,385,782

現金及び預金 2,217,012 買掛金 53,125
売掛金 320,159 短期借入金 600,000
契約資産 74,261 1年内償還予定の社債 10,000
棚卸資産 162,369 1年内返済予定の長期借入金 455,350
前渡金 42,300 未払金 68,671
その他 56,150 未払法人税等 42,623
貸倒引当金 △2,058 未払消費税等 20,038

固定資産 1,326,616 契約負債 46,579
有形固定資産 61,414 賞与引当金 4,159
建物及び構築物 33,281 その他 85,235
車両運搬具 2,646 固定負債 934,288
工具、器具及び備品 159,682 長期借入金 844,388
その他 4,620 退職給付に係る負債 70,005
減価償却累計額 △138,815 繰延税金負債 19,894

無形固定資産 986,444 負債合計 2,320,071
ソフトウエア 5,414 純資産の部
のれん 839,692 株主資本 1,855,996
顧客関連資産 141,337 資本金 10,000

投資その他の資産 278,756 資本剰余金 2,266,898
投資有価証券 157,215 利益剰余金 △420,334
敷金及び保証金 118,282 自己株式 △567
繰延税金資産 815 その他の包括利益累計額 △3,242
その他 2,443 為替換算調整勘定 △3,242

新株予約権 15,031
非支配株主持分 8,953

純資産合計 1,876,739
資産合計 4,196,810 負債純資産合計 4,196,810

※ 金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。
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連 結 損 益 計 算 書
自
至

2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高 3,299,035
売上原価 1,153,716

売上総利益 2,145,319
販売費及び一般管理費 2,151,983

営業損失（△） △6,663
営業外収益

受取利息 879
受取配当金 2
為替差益 4,386
違約金収入 2,347
その他 588 8,204

営業外費用
支払利息 27,293
株式交付費 15,831
その他 5,173 48,298

経常損失（△） △46,757
特別利益

新株予約権戻入益 3,355 3,355
特別損失

固定資産除却損 619
減損損失 9,330 9,950

税金等調整前当期純損失（△） △53,351
法人税、住民税及び事業税 42,712
法人税等調整額 11,669 54,382
当期純損失（△） △107,734
非支配株主に帰属する当期純利益 8,470
親会社株主に帰属する当期純損失（△） △116,204

※ 金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。
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連結株主資本等変動計算書
自
至

2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日

（単位：千円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 12,254 2,375,155 △1,792,087 △567 594,754
当期変動額
新株の発行 688,723 688,723 1,377,446
減資 △690,977 690,977 −
欠損填補 △1,487,958 1,487,958 −
親会社株主に帰属する
当期純損失（△） △116,204 △116,204
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 △2,254 △108,256 1,371,753 − 1,261,241
当期末残高 10,000 2,266,898 △420,334 △567 1,855,996

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主

持分 純資産合計為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 83 83 19,401 − 614,239
当期変動額
新株の発行 1,377,446
減資 −
欠損填補 −
親会社株主に帰属する
当期純損失（△） △116,204
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △3,325 △3,325 △4,370 8,953 1,257

当期変動額合計 △3,325 △3,325 △4,370 8,953 1,262,499
当期末残高 △3,242 △3,242 15,031 8,953 1,876,739

※ 金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。
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連結注記表
（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）
１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 ４社
主要な連結子会社の名称
ニューラルエンジニアリング株式会社、ニューラルマーケティング株式会社、

Neural Group (Thailand) Co., Ltd.、Neural Solutions (Thailand) Co., Ltd.

（2） 非連結子会社の名称等
該当事項はありません。

2．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、Neural Group (Thailand) Co., Ltd.及びNeural Solutions (Thailand) Co., Ltd.

の決算日は９月30日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用してお
りますが、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

3．会計方針に関する事項
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法であります。投資事業組合及びこれに類する組合への出資（金融商品
取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算
報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によって
おります。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品 主として個別法又は総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切

下げにより算定）であります。

仕掛品 個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げにより算定）であ
ります。
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（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物及び構築物 ６〜18 年
工具、器具及び備品 ３〜15 年
車両運搬具 ２〜４ 年

② 無形固定資産（のれんを除く）
定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

ソフトウエア ５ 年
顧客関連資産 10 年

（3）繰延資産の処理方法
株式交付費 支出時に全額費用として処理しております。

（4）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更
生債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を

計上しております。

（5）退職給付に係る会計処理の方法
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都

合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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（6）重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関するAIエンジニアリング事業における主な履行義

務の内容及び当該履行義務を充足する時点(収益を認識する時点)は 以下の通りであります。

ハードウエアやパッケージソフトウエアの販売、設置工事については、顧客による検収で履行義務
が充足されると判断し、検収完了時点で顧客との契約に定められた金額で収益を認識しております。
ライセンスフィーや運用・保守等の定額サービス、また、サービス導入支援や効果分析に関するコ

ンサルティングの提供については、顧客との間で準委任契約を締結しており、契約期間を履行義務の
充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり契約に定められた金額を均等に配
分して算定し収益を認識しております。
受注制作のソフトウエアについては、顧客との間でソフトウエア開発の請負契約を締結しており、

履行義務を充足するにつれて顧客が便益を享受する場合には、進捗度に応じて一定期間にわたり収益
を認識する方法により契約に定められた金額を配分して算定し収益を認識しています。なお、契約に
おける取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い顧客との契
約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足
した時点で顧客との契約に定められた金額で収益を認識しています。

（7）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定
及び非支配株主持分に含めて計上しております。

（8）のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、投資効果の及ぶ期間(12年)にわたり定額法で償却しております。

（9）グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する

取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又は
これらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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（会計方針の変更に関する注記）
（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準
第20−3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65−2項（2）ただし書
きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はあ
りません。
また、連結会計における子会社株式等の売却等に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算

書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首か
ら適用しており、当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結計算
書類となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結計算書類への影響はありま
せん。

（表示方法の変更に関する注記）
前連結会計年度において「流動資産」の「その他」に含めていた「前渡金」（前連結会計年度61,867千

円）については、重要性が高まったため、当連結会計年度においては区分掲記しております。
前連結会計年度において「流動負債」の「その他」に含めていた「未払金」（前連結会計年度100,754千

円）については、重要性が高まったため、当連結会計年度においては区分掲記しております。
前連結会計年度において「流動負債」の「その他」に含めていた「未払消費税等」（前連結会計年度

86,705千円）については、重要性が高まったため、当連結会計年度においては区分掲記しております。

（会計上の見積りに関する注記）
１．ニューラルマーケティング株式会社に係る顧客関連資産及びのれんの評価
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度（千円）
顧客関連資産 141,337
のれん 839,692

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
固定資産の減損会計における資産のグルーピングは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フロ

ーから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグルーピングを行ってい
ます。
ニューラルマーケティング株式会社に係る顧客関連資産及びのれんについては、取得原価のうちこれ
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らに配分された金額が相対的に多額となっております。のれん等を評価するにあたり、のれん等の減損
の兆候の有無を判定し、減損の兆候があると認められる場合、将来キャッシュ・フローに基づいて減損
損失の認識の要否を判定しております。減損の兆候には、継続的な営業赤字、経営環境の著しい悪化、
事業計画との乖離等が含まれます。
なお、当連結会計年度においてのれん及び顧客関連資産について減損の兆候はありません。

②主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画において、特に重要な構成要素は、デジタル

LEDサイネージの売上高、売上総利益率及び販売費及び一般管理費にかかる見積りです。これらの見
積りは、当連結会計年度と同等の受注金額が維持されることならびに仕入先や外注先との協働による
原価低減などの施策が継続的に効果を発揮し続けるという重要な仮定に基づいて策定しております。

③翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
将来の不確実な状況変化により、仮定の見直しが必要となった場合には翌連結会計年度の連結計算

書類における、顧客関連資産及びのれんの金額に重要な影響を与える可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）
（担保に供している資産及び担保に係る債務）
担保に供している資産
定期預金 10,920千円
上記担保資産に対応する債務はありません。

（当座貸越契約）
当社グループでは、資金調達の安定性を高めるため、取引金融機関と当座貸越契約を締結しておりま

す。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
当連結会計年度

当座貸越極度額 600,000千円
借入実行残高 600,000千円

差引額 ―

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
当連結会計年度末の発行済株式の総数 普通株式 17,191,031株
当連結会計年度末における新株予約権（権利行使期間の初日が
到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数 普通株式 178,400株
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業活動に必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は
普通預金としており、デリバティブ取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。敷金及び保証金は、本社オフィ

ス等の賃貸借契約に伴うものであります。
投資有価証券は、投資事業有限責任組合出資金であり、発行体の信用リスク又は市場価格の変動リ

スクに晒されております。
営業債務である買掛金は全て１年以内の支払期日であります。借入金及び社債は、主に運転資金及

び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、販売管理・債権管理規程に従い、営業債権について、財務管理本部が主要な取引先の状況
を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等
による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の連結貸借

対照表価額により表わされています。

② 市場リスクの管理
投資有価証券については、定期的に発行体の財務状況や時価等を把握し、市況や取引先企業との関

係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、財務管理本部が月次単位での支払予定を把握するとともに、手許流動性を維持することな

どにより、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。

連結貸借対照表
計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

長期借入金
（１年内返済予定の長期借入金を含む） 1,299,738 1,299,738 ー

負債計 1,299,738 1,299,738 ー
(＊１)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「社債」については、現金及び短期間で決済される
ため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、連結貸借対照表計上額
の重要性が乏しい科目についても、記載を省略しております。
(＊２)「長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）」は、変動金利によるものは、短期間で市場金利を
反映するため、時価が帳簿価額に近似することから、当該帳簿価額によっております。また、固定金利による
ものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定し
ております。
(＊３)市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表額は以下の通
りであります。

区分 当連結会計年度（千円）
組合出資金 157,215

注1. 金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 2,217,012 ー ー ー
売掛金 320,159 ー ー ー
合計 2,537,171 ー ー ー

注2. 短期借入金、社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 600,000 ー ー ー ー ー
社債 10,000 ー ー ー ー ー
長期借入金 455,350 340,477 229,748 116,950 85,819 71,394
合計 1,065,350 340,477 229,748 116,950 85,819 71,394
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3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定し

た時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
売掛金、買掛金、短期借入金及び社債については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似

することから、注記を省略しております。

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金(１年内返済予
定の長期借入金を含む) ー 1,299,738 ー 1,299,738

負債計 ー 1,299,738 ー 1,299,738
注 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
これらの時価は、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額

と近似していることから、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合
計額と、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率を基に、割引現在価値
法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益の分解情報

当社グループはAIエンジニアリング事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の内訳
は以下のとおりです。

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

イノベーション領域 563,620 千円
コアサービス領域 2,721,088 千円
顧客との契約から生じる収益 3,284,709 千円
その他の収益 14,326 千円
外部顧客への売上高 3,299,035 千円
注 その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。

２．収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する

注記」の「3．会計方針に関する事項 (6）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当該連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高

当連結会計年度（千円）
契約資産（期首残高） 63,260
契約資産（期末残高） 74,261
契約負債（期首残高） 62,664
契約負債（期末残高） 46,579

契約資産は、受託開発について、期末日現在で進捗度に基づいて認識した収益にかかる未請求の対
価に対する当社グループの権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社グループの
権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。

契約負債は主に、当社が受領した前受金のうち、期末時点において履行義務を充足していない残高
であります。契約負債は、履行義務を充足した時点で収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は、

59,956千円であります。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
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当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上
の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生
じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 107.78円
１株当たり当期純損失（△） △7.29円

（重要な後発事象に関する注記）
(取得による企業結合)
当社は、2026年２月12日付の取締役会において、以下のとおり、株式会社ポマト・プロ（以下「ポマ

ト・プロ」といいます）及び株式会社カクタス（以下「カクタス」といいます）の全株式を取得することを
決議し、同日付で株式譲渡契約を締結しました。

（１）企業結合の概要
①企業結合を行った主な理由

当社は、「AIで心躍る未来を」をミッションとして掲げ、画像解析・生成AI技術をはじめとする最先端
テクノロジーの開発とビジネス活用を推進してまいりました。近年は、メディア領域における動画コンテ
ンツ市場の拡大や、生成AI活用の社会的定着が進んでおり、当社の技術を活用できる領域はよりいっそう
広がりつつあるものと考えております。特に、マーケティング・エンターテインメント・イベント等の領
域において、生成AI技術の活用は加速度的に浸透しており、そうした市場の追い風を背景に、当社は
M&Aを通じてエンタメ領域での事業の展開を急速に拡大してまいります。また、急速に進化する生成AI
技術を特定の領域に適した形で独自に進化させ、実社会・ビジネスにおけるAI活用をより推進していくこ
とで、当社のミッションである心躍る未来の実現につながっていくものと考えております。
ポマト・プロは、40年以上の歴史を持つ総合イベント企画制作会社であり、式典や展示会、スポーツイ

ベント等の企画・運営を軸に、映像やWebコンテンツの制作、タレントのキャスティングまで一貫して
手掛けております。さらに、店舗巡回による販売支援等のセールスプロモーションにも強く、現場力と創
造力で企業のコミュニケーションを幅広く支援しています。
カクタスは、イベントの企画・運営からグラフィック・Webデザインまでをワンストップで提供する

クリエイティブ企業です。商業施設のプロモーションやエリアマネジメント、自治体の地方創生事業な
ど、リアルとデジタルの垣根を越えた賑わい作りを強みとしています。
当社は、ポマト・プロ及びカクタスをグループに迎え、エンタテインメント領域に特化したAI技術の開

発およびソリューション販売を加速させ、グループシナジーを最大限に活用した成長戦略を推進してまい
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ります。リアルな体験価値と先端テクノロジーを掛け合わせることで、市場における競争優位性を確立
し、さらなる企業価値の向上に邁進してまいります。

②買収する会社の概要
１．株式会社ポマト・プロ
名称 株式会社ポマト・プロ
所在地 東京都千代田区麹町５丁目３
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 飯島 髙尚
事業内容 イベントの企画運営、セールスプロモーション
企業規模（2025年２月期）
総資産 686,940千円
純資産 113,687千円
売上高 1,607,248千円
経常利益 64,067千円

(注）上記数値は株式会社ポマト・プロの2025年２月期の数値に基づいており、当社の会計監査人の監査証
明を受けておりません。

２．株式会社カクタス
名称 株式会社カクタス
所在地 大阪府大阪市西区新町１丁目28番11号
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 畚野 信但
事業内容 イベント・プロモーションの企画、制作、運営
企業規模（2025年６月期）
総資産 495,892千円
純資産 194,500千円
売上高 811,357千円
経常利益 125,689千円

(注）上記数値は株式会社カクタスの2025年６月期の数値に基づいており、当社の会計監査人の監査証明を
受けておりません。

③企業結合日
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株式会社ポマト・プロ：2026年２月28日
株式会社カクタス：2026年４月１日

④企業結合の法的形式
現金を対価とする株式の取得

⑤結合後企業の名称
株式会社ポマト・プロ
株式会社カクタス

⑥取得する議決権比率
100％

⑦取得企業を決定するに至った根拠
当社が現金を対価として、株式を取得するためであります。

（２）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
１．株式会社ポマト・プロ

取得の対価 現金 73,000千円
取得原価 73,000千円

２．株式会社カクタス
取得の対価 現金 500,000千円
取得原価 500,000千円

（３）主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等（概算） 28,000千円

（４）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。

（５）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
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貸 借 対 照 表
2025年12月31日 現在

（単位：千円）
資産の部 負債の部

科目 金額 科目 金額
流動資産 1,579,699 流動負債 854,906

現金及び預金 1,351,815 買掛金 777
売掛金及び契約資産 121,032 短期借入金 600,000
商品 23,323 １年内返済予定の長期借入金 171,512
前払費用 14,645 未払金 61,502
関係会社未収入金 60,477 未払費用 8,269
その他 8,404 未払法人税等 950

固定資産 2,416,246 契約負債 8,097
有形固定資産 − 預り金 3,796
建物 11,465 固定負債 1,070,874
工具、器具及び備品 63,221 長期借入金 158,172
減価償却累計額 △74,687 関係会社長期借入金 904,902

投資その他の資産 2,416,246 受入敷金保証金 7,800
関係会社株式 2,312,866 負債合計 1,925,781
関係会社長期貸付金 53,508 純資産の部
敷金及び保証金 58,604 株主資本 2,055,133
繰延税金資産 33,131 資本金 10,000
貸倒引当金 △41,863 資本剰余金 2,266,898

資本準備金 1,082,947
その他資本剰余金 1,183,950

利益剰余金 △221,197
その他利益剰余金 △221,197
繰越利益剰余金 △221,197

自己株式 △567
新株予約権 15,031

純資産合計 2,070,165
資産合計 3,995,946 負債純資産合計 3,995,946

※ 金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。
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損 益 計 算 書
自
至

2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高 453,795
売上原価 203,614
売上総利益 250,181

販売費及び一般管理費 491,561
営業損失（△） △241,380

営業外収益
受取利息 299
受取家賃 7,200
その他 131 7,631

営業外費用
支払利息 24,347
株式交付費 15,831
貸倒引当金繰入額 2,000
その他 0 42,179
経常損失（△） △275,928

特別利益
新株予約権戻入益 3,355 3,355

特別損失
減損損失 9,330
関係会社株式評価損 810 10,140
税引前当期純損失（△） △282,713
法人税、住民税及び事業税 △59,527
法人税等調整額 △1,988 △61,516
当期純損失（△） △221,197

※ 金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。
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株主資本等変動計算書
自
至

2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 12,254 1,191,204 1,183,950 2,375,155 △1,487,958 △1,487,958
事業年度中の変動額
新株の発行 688,723 688,723 688,723
減資 △690,977 △796,980 1,487,958 690,977
欠損填補 △1,487,958 △1,487,958 1,487,958 1,487,958
当期純損失（△） △221,197 △221,197
株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 △2,254 △108,256 − △108,256 1,266,760 1,266,760
当期末残高 10,000 1,082,947 1,183,950 2,266,898 △221,197 △221,197

株主資本
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計
当期首残高 △567 898,884 19,401 918,285
事業年度中の変動額
新株の発行 1,377,446 1,377,446
減資 − −
欠損填補 − −
当期純損失（△） △221,197 △221,197
株主資本以外の項目の当
期変動額（純額） △4,370 △4,370

事業年度中の変動額合計 − 1,156,249 △4,370 1,151,879
当期末残高 △567 2,055,133 15,031 2,070,165

※ 金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法に基づく原価法を採用しております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品 総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げにより算定）

であります。

（2）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ６〜18 年
工具、器具及び備品 ３〜15 年

(3) 繰延資産の処理方法
株式交付費 支出時に全額費用として処理しております。

（4）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債
権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(5）重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関するAIエンジニアリング事業における主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する時点(収益を認識する時点)は 以下の通りであります。

ハードウエアやパッケージソフトウエアの販売、設置工事については、顧客による検収で履行義務
が充足されると判断し、検収完了時点で顧客との契約に定められた金額で収益を認識しております。
ライセンスフィーや運用・保守等の定額サービス、また、サービス導入支援や効果分析に関するコ

ンサルティングの提供については、顧客との間で準委任契約を締結しており、契約期間を履行義務の
充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり契約に定められた金額を均等に配
分して算定し収益を認識しております。
受注制作のソフトウエアについては、顧客との間でソフトウェア開発の請負契約を締結しており、

履行義務を充足するにつれて顧客が便益を享受する場合には、進捗度に応じて一定期間にわたり収益
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を認識する方法により契約に定められた金額を配分して算定し収益を認識しています。なお、契約に
おける取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い顧客との契
約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足
した時点で顧客との契約に定められた金額で収益を認識しています。

(６）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」
（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する
税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（会計方針の変更に関する注記）
（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表に与える影響はありません。

（会計上の見積りに関する注記）
１．ニューラルマーケティング株式会社に係る関係会社株式の評価
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度（千円）
関係会社株式 2,312,866
上記のうち、ニューラルマーケティング株式会社の関係会社株式の帳簿価額は2,312,734千円でありま
す。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法

ニューラルマーケティング株式会社の株式については、顧客関連資産の資産価値及びのれんの超過
収益力を反映した実質価額で取得しております。顧客関連資産の資産価値及びのれんの超過収益力等
が見込めなくなることにより、実質価額が大幅に低下した場合、回復可能性が十分な証拠によって裏
付けられる場合を除いて減損処理が必要となります。
当事業年度においては、ニューラルマーケティング株式会社の評価にあたり、顧客関連資産の資産

価値及び超過収益力を反映した実質価額と取得価額の比較による評価を行った結果、実質価額の著し
い低下はないものと判断しております
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②主要な仮定
顧客関連資産の資産価値及び超過収益力の基礎となる事業計画において、重要な構成要素は、デジ

タルLEDサイネージの売上高、売上総利益率及び販売費及び一般管理費にかかる見積りです。これら
の見積りは、当事業年度に実施した受注金額の維持、仕入先や外注先との協働による原価低減などの
施策が継続的に効果を発揮し続けるという重要な仮定に基づいて策定しております。

③翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
将来の不確実な状況変化により、仮定の見直しが必要となった場合には翌事業年度の計算書類にお

ける、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）
（担保に供している資産及び担保に係る債務）
担保に供している資産
定期預金 10,920千円
上記担保資産に対応する債務はありません。

（当座貸越契約）
当社では、資金調達の安定性を高めるため、取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。この契約

に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
当事業年度

当座貸越極度額 600,000千円
借入実行残高 600,000千円

差引額 −

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 63,626千円
長期金銭債権 53,508千円
短期金銭債務 39,607千円
長期金銭債務 912,702千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

営業取引 139,451千円
営業取引以外の取引 15,268千円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度の末日における自己株式の数 普通株式 184株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産の発生の主な原因は、関係会社株式評価損の否認及び繰越欠損金等であります。なお、回収

可能性等を勘案した結果、当該資産の回収が不確実と考えられる部分に対して、評価性引当額を計上してお
ります。

（関連当事者との取引に関する注記）
子会社

種類 会社等の
名称

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社
ニューラル

マーケティング
株式会社

（所有）
直接100％

資金の借入

社員の出向
経営指導

資金の返済

利息の支払

人件費及び
経費の立替

グループ通
算税効果額

40,157

7,978

90,294

58,613

関係会社
長期借入金

関係会社未
収入金

904,902

58,613

子会社
Neural Group
(Thailand)
Co., Ltd.

（所有）
直接49.9％
間接50.1％

資金援助
役員の兼任 資金の貸付 −

関係会社
長期貸付金

貸倒引当金

39,863

△39,863

子会社
Neural

Solutions
(Thailand)
Co., Ltd.

（所有）
直接49.0%

資金援助
役員の兼任 資金の貸付 2,000

関係会社
長期貸付金

貸倒引当金

2,000

△2,000

注1. 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
注2. 人件費及び経費の立替は、主に人件費等の支払いを当社が立替したことによるものであります。

なお、人件費及び経費は、実費相当額であります。
注3. グループ通算制度に伴う通算税効果額の受取予定額であります。

2026年02月25日 20時45分 $FOLDER; 44ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



44

注4. Neural Solutions (Thailand) Co., Ltd.に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理
的に決定しております。なお、当事業年度において合計2,000千円の貸倒引当金繰入額を計上しておりま
す。

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「収益認識に関する注記」に同一の内容を記載して

いるので、注記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 119.55円
１株当たり当期純損失(△) △13.88円

（重要な後発事象に関する注記）
（取得による企業結合）
当社は、2026年2月12日付の取締役会において、株式会社ポマト・プロおよび株式会社カクタスの株式を

取得することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結しました。概要については、連結計算書類の「連結注記
表」（重要な後発事象に関する注記）に記載のとおりであります。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
202６年 ３月３日

ニューラルグループ株式会社
取 締 役 会 御中

ESネクスト有限責任監査法人
東京都千代田区

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 加 藤 健 一
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 奥 川 剛 志

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ニューラルグループ株式会社の2025年１月１日か

ら2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニューラルグループ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は2026年２月12日開催の取締役会において、

株式会社ポマト・プロ及び株式会社カクタスの全株式を取得することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結
している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
• 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

• 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

• 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

• 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が
適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

• 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

• 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する
指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年 3月3日

ニューラルグループ株式会社
取 締 役 会 御中

ESネクスト有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 加 藤 健 一
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 奥 川 剛 志

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ニューラルグループ株式会社の2025年１

月１日から2025年12月31日までの第８期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は2026年２月12日開催の取締役会におい

て、株式会社ポマト・プロ及び株式会社カクタスの全株式を取得することを決議し、同日付で株式譲渡契約
を締結している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

2026年02月25日 20時45分 $FOLDER; 48ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



48

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
• 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

• 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。

• 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

• 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項
が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。

• 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告
監査報告書

当監査等委員会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第８期事業年度における取締役の職務
の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容

並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、
下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会
議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を
求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲
げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人ESネクスト有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人ESネクスト有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年３月３日
ニューラルグループ株式会社 監査等委員会
常 勤 監 査 等 委 員 竹 村 実 穂 ㊞
監 査 等 委 員 若 松 俊 樹 ㊞
監 査 等 委 員 山 岸 洋 一 ㊞

（注）監査等委員竹村実穂、若松俊樹及び山岸洋一は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する
社外取締役であります。

以上
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株主総会参考書類

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（３名）

は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役１名を含む取締役
３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会の同意を得ております。
取締役候補者は次の通りであります。

候補者
番号

氏名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の

株式の数

１

しげまつ ろい

重松 路威
（1980年8月23日生）

2006 年 ４ 月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
2016 年 １ 月 同社パートナー就任
2018 年 １ 月 当社設立

代表取締役社長就任（現任）
2020 年 11月 当社社長執行役員就任（現任）

4,746,400株

【取締役候補者とした理由】
重松路威氏は、創業から代表取締役として、経営の指揮を執り、事業の発展を牽引してきました。

その実績とリーダーシップを活かし、当社の更なる企業価値向上を実現することが期待できることか
ら、同氏を引き続き取締役候補者としました。

2

やまもと ま さ あ き

山本 正晃
（1978年11月18日生）

2004 年 ４ 月 ソニー株式会社入社
2019 年 4 月 当社入社
2020 年 2 月 当社 執行役員就任
2020 年 11月 当社常務執行役員就任（現任）
2022 年 2 月 ニューラルマーケティング株式会社

代表取締役社長兼CEO就任（現任)
2023 年 3 月 当社取締役就任（現任）

1,000株

【取締役候補者とした理由】
山本正晃氏は、ソニー株式会社にてＤＶＤやヘッドマウントディスプレイの開発・設計に携わった

後、複数の新規事業創出・社内スタートアップを牽引した経験を有しております。2019年に当社参
画後、研究開発部にて技術開発や商品開発への幅広い貢献を経て、2022年2月には当社完全子会社の
ニューラルマーケティング株式会社（当時：株式会社ネットテン）の代表取締役に就任し、デジルッ
クやフォーカスチャネル事業の発展を牽引したほか、ソニー株式会社との資本業務提携の実現にも寄
与しました。その実績と経験を活かし、当社の更なる企業価値向上を実現することが期待できること
から、同氏を取締役候補者としました。
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候補者
番号

氏名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の

株式の数

３
社外

はすみ ま い こ

蓮見 麻衣子
（1974年９月９日生）

1997 年 ４ 月 株式会社フジテレビジョン入社
2005 年 ８ 月 フェデリティ投信株式会社入社
2009 年 7 月 有限会社エバーリッチアセットマネジメント入社

（現任）
2018 年 ６ 月 株式会社サイバー・バズ社外取締役就任（現任）
2021 年 ３ 月 Zホールディングス株式会社（現：LINEヤフー株

式会社）社外取締役（監査等委員）就任（現任）
2021 年 ３ 月 当社取締役就任（現任）

0株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
蓮見麻衣子氏は、ファンドマネージャーとしての経験から投資家としての高い見識を保有しております。

金融知識に基づく、事業方針の妥当性、注力分野の選別等への助言を期待しております。
また、2021年3月には大手IT企業の取締役に就任され、当社の目指す大規模なIT企業での経験や豊富な

海外経験からグローバルの視点での助言をいただけるものと考えております。
上記の理由から、同氏には、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保することが期待できることか

ら引き続き社外取締役候補者といたしました。
（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2．取締役候補者の重松路威氏は、当社の親会社等に該当します。
3．取締役候補者の蓮見麻衣子氏は現在当社の社外取締役であり、本総会終結の時をもって、社外取締役として

の在任期間が５年となります。
4．当社は、蓮見麻衣子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。蓮見麻衣子氏の

選任が承認された場合、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。
5．当社は社外取締役である蓮見麻衣子氏との間で、その期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第

427条第1項の賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結しております。蓮見麻衣子氏の再任が承
認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

6. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険
者が負担することとなる法律上の損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により填補することとしており
ます。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなり、また、当該保険契約は、次回更新時に
おいても同内容での更新を予定しております。

2026年02月25日 20時45分 $FOLDER; 53ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



53

第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
当社の監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりま

す。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次の通りであります。

候補者
番号

氏名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の

株式の数

1
社外

たけむら みほ

竹村 実穂
（1984年１月31日生）

2005年12月新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
2009年 8 月公認会計士登録
2013年12月株式会社アイリッジ常勤監査役就任
2019年 3 月当社常勤監査役就任
2024年 3 月当社取締役(常勤監査等委員)就任（現任）
2025年 1 月株式会社リバスタ社外監査役就任（現任）

0株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
竹村実穂氏は、公認会計士の資格を有し、監査法人での会計監査経験、上場準備会社及び上場会社での

監査役の経験等に基づき、業務執行取締役の職務の執行に対する適切な助言・監督を行う能力を有してお
り、当社の持続的な成長と企業価値の向上の実現に資することが期待できることから、引き続き監査等委
員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は社外監査役以外の方法で会社の経営に直接関与
されたことはありませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行で
きると判断しました。

２
社外

わかまつ としき

若松 俊樹
（1977年９月19日生）

2005年10月 第二東京弁護士会登録
2005年10月 佐藤総合法律事務所入所
2011年 6 月 株式会社イワキ社外監査役就任
2016年 6 月 株式会社Orchestra Holdings社外取締役就任（現任）
2018年 8 月 株式会社Voicy社外取締役就任（現任）
2018年 9 月 エンゲート株式会社監査役就任（現任）
2019年 3 月 当社監査役就任
2019年10月 Saltus法律事務所開業（現任）
2021年 4 月 ベステラ株式会社社外取締役就任（現任）
2022年 7 月 株式会社ハロネット（現：株式会社SFIDA X）社外取

締役就任
2024年 3 月 当社取締役(監査等委員)就任（現任）

0株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
若松俊樹氏は、弁護士としての豊富な経験を通じて培った法律への高度な専門性と、複数の上場準備会

社及び上場会社での社外役員の経験等に基づき、業務執行取締役の職務の執行に対する適切な助言・監督
を行う能力を有しており、当社の持続的な成長と企業価値の向上の実現に資することが期待できることか
ら、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は社外取締役又は社外監査
役以外の方法で事業会社の経営に直接関与されたことはありませんが、上記の理由により監査等委員であ
る社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。
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候補者
番号

氏名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の

株式の数

３
社外

やまぎし よ う い ち

山岸 洋一
（1964年９月21日生）

1989年４月野村證券株式会社入社
2011年９月公認会計士登録
2015年７月みずほ証券株式会社入社 公開引受部長
2019年７月キャリアフィロソフィー株式会社

代表取締役社長（現任）
2019年10月株式会社ディー・エル・イー 社外取締役就任（現任）
2020年３月当社取締役就任
2020年３月ラオックス株式会社 監査役就任
2021年２月BionicM株式会社 社外監査役就任(現任)
2022年 3 月シャディ株式会社 監査役就任
2022年 3 月ファイメクス株式会社 監査役就任
2023年 8 月情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任)
2023年12月SBI大学院大学 教授（現任)
2024年 3 月当社取締役(監査等委員)就任（現任）
2024年 6 月株式会社クリュートメディカルシステムズ社外監査役就

任（現任）

0株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
山岸洋一氏は、公認会計士の資格を有し、また、証券会社での豊富な経験から、財務及び会計、企業経

営に関する高度な知見を有しております。これまでの知見や経験に基づき、業務執行取締役の職務執行に
対する適切な助言・監督を行う能力を有しており、当社の持続的な成長と企業価値の向上の実現に資する
ことが期待されることから、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．監査等委員である社外取締役候補者の山岸洋一氏は、現在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在

任期間は本総会終結の時をもって６年となります。また、同氏の監査等委員である社外取締役としての就任
期間は本総会終結の時をもって２年となります。

3．監査等委員である社外取締役候補者の竹村実穂氏・若松俊樹氏は、現在当社の社外取締役であり、社外取締
役としての在任期間は本総会終結の時をもって２年となります。また、両氏の監査等委員である社外取締役
としての就任期間は本総会終結の時をもって２年となります。

4．当社は、竹村実穂氏・若松俊樹氏・山岸洋一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお
ります。竹村実穂氏・若松俊樹氏・山岸洋一氏の選任が承認された場合、3氏は引き続き独立役員となる予
定であります。

5．当社は竹村実穂氏・若松俊樹氏・山岸洋一氏との間で、各役員がその期待される役割を十分に発揮できるよ
うに、会社法第427条第1項の賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結しております。選任が承
認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

6. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険
者が負担することとなる法律上の損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により填補することとしており
ます。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなり、また、当該保険契約は、次回更新時に
おいても同内容での更新を予定しております。
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第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第３２９条

第３項の規定に基づき、第２号議案が原案どおり承認可決されることを条件に、補欠の監査等委
員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の

決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

【補欠の監査等委員である取締役候補者】
・蓮見 麻衣子（はすみ まいこ）

上記候補者の生年月日、略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況、所有する当社の株式の数、及びその他特記
事項につきましては、第１号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」において、候補
者番号３に記載のとおりですので、そちらをご参照ください。
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第４号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人であるESネクスト有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了に

より退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
また、監査等委員会が監査法人アヴァンティアを会計監査人の候補者とした理由は、新たな視

点での監査が期待できることに加え、会計監査人として必要とされる独立性、専門性、適切性及
び品質管理体制を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためで
あります。
会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名称 監査法人アヴァンティア

事務所 主たる事務所の所在地
東京都千代田区三番町3-8

泉館三番町2階

沿革

2008年５月 監査法人アヴァンティア設立

2023年１月 大阪オフィスを開設

2024年１月 福岡オフィスを開設

概要

構成人員 パートナー 22名

公認会計士 89名

公認会計士試験合格者 74名

その他 51名

合計 236名

以上
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セブンイレブン

東京ミッドタウン
日比谷

東京ミッドタウン
日比谷

JR有
楽町
駅

東急プラザ銀座

有楽町マルイ

数寄屋橋

ビックカメラ
有楽町店

有楽町
電気ビルヂング

都営三田線
日比谷駅
都営三田線
日比谷駅

東京メトロ 有楽町線
有楽町駅

東京メトロ 有楽町線
有楽町駅

東京メトロ 丸ノ内線
銀座駅

東京メトロ 丸ノ内線
銀座駅

東京メトロ 日比谷線
日比谷駅

東京メトロ 日比谷線
日比谷駅

日比谷口

C1

A11

日比谷公園

東京メトロ 千代田線
日比谷駅

東京メトロ 千代田線
日比谷駅

ルミネ有楽町

帝国劇場

株主総会会場ご案内図
会 場： 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号

東京ミッドタウン日比谷
日比谷三井タワー８階 Room１&２

電話番号： 03-5157-1251

交 通： 東京メトロ千代田線・日比谷線 ・都営地下鉄三田線「日比谷」駅直結
東京メトロ有楽町線「有楽町」駅 地下通路からA11出口 徒歩４分
東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・銀座線「銀座」駅 地下通路から徒歩7分／
C1出口より徒歩５分
JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅 日比谷口より徒歩５分

※ オフィス用エレベーターで受付階（9階）に上がっていただき、９階よりエスカレーターで８
階会場までお越しください。
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